
 

 

議案第５６号  

羽生市廃棄物の処理及び再生利用等に関する条例の一

部を改正する条例  

羽生市廃棄物の処理及び再生利用等に関する条例（平成５年条例第

９号）の一部を次のように改正する。  

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては

「改正前部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

（１）  改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するとき

は、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。  

（２）  改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。  

（３）  改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  
 

改  正  後  改  正  前  

（排出禁止物）  （排出禁止物）  

第２０条  占有者は、市が行う家庭廃

棄物の収集に際して、次に掲げる家

庭廃棄物を排出してはならない。  

 

（１）～（６）  （略）  

２  （略）  

第２０条  占有者は、市が行う家庭廃

棄物の収集に際して、次の各号に掲

げる家庭廃棄物を排出してはならな

い。  

（１）～（６）  （略）  

２  （略）  

 （一般廃棄物処理業の許可）   （一般廃棄物処理業の許可）  

第２５条  （略）  

２  （略）  

３  前２項の許可の有効期間は、２年

とする。  

第２５条  （略）  

２  （略）  

３  前２項の許可の有効期限は、２年

とする。  

 （浄化槽清掃業の許可）   （浄化槽清掃業の許可）  

第２９条  （略）  

２  前項の許可の有効期間は、２年と

する。  

第２９条  （略）  

２  前項の許可の有効期限は、２年と

する。  

 （浄化槽清掃業の許可基準）   （浄化槽清掃業の許可基準）  

第３０条  市長は、前条第１項に規定

する許可申請者が浄化槽法第３６条

に規定する許可基準に適合している

と認めるときでなければ許可をして

はならない。  

第３０条  市長は、前条第１項の許可

申請者が浄化槽法第３６条に規定す

る許可基準に適合していると認める

ときでなければ許可をしてはならな

い。  



 

 

２  （略）  ２  （略）  

（産業廃棄物の処理）  （産業廃棄物の処理）  

第３２条  法第１１条第２項の規定に

より、市が処理することができる産

業廃棄物は、一般廃棄物と併せて処

理することができ、かつ、一般廃棄

物の処理に支障のない範囲の量とし、

市長が必要の都度指定するものとす

る。  

第３２条  法第１１条第２項の規定に

より、市が処理することができる産

業廃棄物は、一般廃棄物とあわせて

処理することができ、かつ、一般廃

棄物の処理に支障のない範囲の量と

し、市長が必要の都度指定するもの

とする。  

別表第１（第２４条関係）  別表第１（第２４条関係）  

種別  取扱区

分  

手数料  備考  

し尿  （略）  （略）  （略） 

し 尿 以

外 の 一

般 廃 棄

物  

事 業 系

一 般 廃

棄物  

１回の搬

入量１０

キログラ

ムにつき  

１ ５ ０

円  

 

 

種別  取扱区

分  

手数料  備考  

し尿  （略）  （略）  （略） 

し 尿 以

外 の 一

般 廃 棄

物  

事 業 系

一 般 廃

棄物  

１回の搬

入量１０

キログラ

ムにつき  

１ ２ ０

円  

 

 

  
 

附  則  

この条例は、令和８年４月１日から施行する。  

令和７年８月２６日提出  

埼玉県羽生市長  河  田  晃  明    


